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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
安
倍
総
理
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
演
説
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
四
及
び
五
に
つ
い
て

安
倍
内
閣
総
理
大
臣
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
七
日
に
、
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
総
会
に
お
い
て
、
「
東
京
で
、
こ

の
今
も
、
そ
し
て
二
〇
二
〇
年
を
迎
え
て
も
世
界
有
数
の
安
全
な
都
市
、
東
京
で
大
会
を
開
け
ま
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
私
ど

も
に
と
っ
て
こ
の
う
え
な
い
名
誉
と
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
の
発
言
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
発
言
に
お
い
て
示
さ

れ
た
政
府
の
見
解
に
変
更
は
な
い
。

政
府
と
し
て
は
、
当
該
発
言
の
当
時
か
ら
、
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（
以
下
「
本
条
約
」

と
い
う
。
）
を
締
結
し
、
国
際
社
会
と
協
調
し
て
テ
ロ
を
含
む
組
織
犯
罪
と
戦
う
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
テ
ロ
を
含

む
組
織
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
の
万
全
の
態
勢
を
整
え
る
こ
と
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催

国
の
当
然
の
責
務
で
あ
っ
て
、
本
条
約
を
締
結
す
る
た
め
に
は
、
本
条
約
が
定
め
る
義
務
を
満
た
す
た
め
の
法
整
備
が
必
要

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
の
趣
旨
は
、
参
議
院
議
員
櫻
井
充
君
提
出
Ｉ
Ｏ
Ｃ
総
会
に
お
け
る
安
倍
総
理
の
発

一



言
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
内
閣
参
質
一
八
七
第
四
二
号
）
一
に
つ
い
て
及
び
二

に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
と
こ
ろ
、
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
港

湾
外
に
お
け
る
海
水
の
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
放
射
性
物
質
の
濃
度
は
検
出
で
き
な
い
ほ
ど
低
い
か
、

基
準
濃
度
を
は
る
か
に
下
回
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
現
時
点
に
お
い
て
も
、
汚
染
水
に
よ
る
放
射
性
物
質
の

影
響
は
同
発
電
所
の
港
湾
内
の
〇
・
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
完
全
に
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
て
い
て
、
全
体
と
し
て
状
況
は
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
お
り
、
同
発
電
所
か
ら
の
汚
染
水
の
漏
え
い
を
原
因
と
し
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
人
の
健
康
に
対
す
る
影

響
が
東
京
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
当
該
発
言
に
お
い
て
示
さ
れ
た
政
府
の
見
解
に
変
更
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
は
、
二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
（
以
下「
大

会
」
と
い
う
。
）
が
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
が
国
立
霞
ヶ
丘
競
技
場
陸
上
競
技
場
を
改
築
し
て
新

た
に
整
備
す
る
国
立
競
技
場
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
や
、
大
会
の
準
備
及
び
運
営
に
関
す
る
事
業
を
行
う
公
益
財
団
法

人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会
に
お
い
て
、
大
会
が
収
支
の
均
衡
を
保
ち
つ
つ
着
実
に

二



実
施
さ
れ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
発
言
に
お
い
て
示
さ
れ
た
政
府
の
見
解
に
変
更
は
な
い
。

三


